
       

EUの条件不利地域農業政策の教訓
――　日本の中山間地域政策を改善するために　――

　
　
　
１ 日本では中山間地域から農業が急速に崩壊をはじめている。農業基盤が相対的に堅固だ
と考えられてきた東北地方や北海道でも，山間地を中心に農業経営面積が急減している。
耕作放棄防止の切り札として2000年度に始まった中山間地域等直接支払制度も，農業の危
機が深刻な地域では十分に機能していない。

２．そこで，日本の中山間地域に相当する条件不利地域（LFA）の農家への直接支払（LFA補
償金）制度において長い歴史をもつEUの経験から教訓を得るため，EUのLFA補償金の制度
と効果を，EUの共通農業政策だけでなく，イギリス，ドイツ，フランスの事例において整
理した。その結果，以下のことがわかった。

　　①EUおよび英独仏各国では，LFA補償金だけでなく各種の直接所得補償がLFA農家に
対してなされ，手厚い保護の結果，LFAの農業は維持されている。

　　②しかし，こうした保護によっても，小規模農家を中心とした農家の減少は食い止める
ことができない。日本でも，同様に手厚い直接所得補償をしても農家の減少を防ぐこ
とは困難だと考えられる。十分な直接補償の最終的効果は農家の減少を防ぐことでは
なく，離農した農家が放出した農地を集約して農業を維持できる規模拡大農家を支
えることにある。

　　③EUでは農業政策から農村政策へのシフトがみられるが，農家の減少を食い止められ
ない以上，日本においても農村人口の定着を目指した総合的な農村政策が必要になっ
てこよう。

　　④農業の構造転換が進んでいるEUにおいてさえ，農家の多くは兼業農家である。また，
EUの農業・農村政策も兼業農家や小規模農家の保護に転換してきている。日本でも，
特に中山間地域における農業および農村社会の担い手としての兼業農家の役割は今
後も重要であり，専業農家のみが将来の農業の担い手であると見なすような現在の農
政には転換が必要であろう。

３．今後の中山間地域農業問題を論ずる上で，以下のような課題が残されている。
　　①EUのように直接所得補償によって中山間地域の農業を維持するためには膨大な財政

支出が必要とされるため，国民および国際社会の理解が必要である。
　　②中山間地域農業の維持が必要だという社会的合意が得られた場合，どのような形でど

の程度の農業を維持するべきか，ということが問題となるだろう。
　　③農家が減少を続け，大規模農家に雇われる外国人労働者も増えているなかで，誰が日

本の農業を担うのか，という問題が今後生まれてくるだろう。

．

〔要　　　旨〕
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　日本の土地利用型農業は，中山間地域か

ら急速に崩壊しつつある。農業センサスに

よれば，1985年から2000年の間に全国の経

営耕地面積は，456.7万 から388.3万 へ

と68.4万 ，率にして15.0％減少した。し

かも各センサス間の減少面積（率）は，85

～90年が20.6万 （4.5％），90～95年が24.1

万 （5.5％），95～00年が23.6万 （5.7％）

と，全く歯止めがかからない。データの制

約上，この変化を全国の農業地域類型別に

みることはできないが
（注1）
，典型的な例として

島根県，岩手県，北海道における経営耕地

面積の変化を農業地域類型別にみてみよう
（注2）

（第１図）。

　農業崩壊が他地域に先駆けて進んでいる

中国地方の島根県では，85年の全経営耕地

面積を100とすると00年のそれは75にまで

減少している。90年センサスで西日本にお

いて農家定義の変更があったことを考慮し

ても，
（注3）
その崩壊速度は速い。95～00年のわ

ずか５年間で，中間地域では14％，山間地

域では12％減少した。

　西日本と比べて家制度が強く残存し，農

業の足腰が強いと考えられてきた東北地方

でも，筆者がかつて予想したように
（注4）
，中山
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第1図　農業地域類型別経営耕地面積の推移
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間地域を中心に急速に経営耕地面積の縮小

がみられる。岩手県を例にみると，85年を

100とすると00年は県全体では86で14％の

減少だが，山間地域では74で26％も減少し

ている。95～00年の最近の５年間で，中間

地域では５％，山間地域では９％減少した。

　一方，大農業地域で国際競争力のある農

業の展開が期待される北海道では，85年の

経営耕地面積を100とした時の00年の指数

値は全体では98.3でわずかな減少にとど

まっている。しかし，農業地域類型別にみ

ると，平地地域では経営耕地面積が維持さ

れているのに対し（00年は100.9），中間地域

では若干減少（同98.5）しており，山間地域

は95.1で５％も減少した。しかも，山間地

域では85年から90年にかけていったん増加

した経営面積は95年に減少に転じ，その減

少幅は95～00年に大幅に増加している。北

海道においても山間地域から農業の縮小が

始まっているのである。

　こうした中山間地域農業の衰退に歯止め

をかけ耕作放棄を防ぐ切り札として，政府

は00年度から中山間地域等直接支払制度を

導入した。この制度によって急傾斜地等の

ため制度対象となる農地の約８割（80.8％）

がカバーされたこと
（注5）
，また直接支払いの要

件である集落協定の締結がなされた集落に

おいては耕作放棄の防止のみならず地域活

性化に結びついた事例が少なくないことな

ど，
（注6）
この制度には一定の耕作放棄防止と地

域活性化の効果がみられる。

　しかし，肝心の中山間地域農業の崩壊阻

止にどの程度の効果を持つかについては大

きな疑問がある。まず，この制度による対

象農地のカバー率（協定締結率）は地域差が

非常に大きい。制度の対象農地の約半分を

占める北海道では93.5％に達するが，都府

県全体では71.0％にすぎない。県レベルで

みれば50％に満たない都府県が6もある
（注7）

。

しかもこの制度の実施状況を市町村レベル

で調べた調査
（注8）
によれば，農業危機の程度が

それほど深刻でない比較的農業条件に恵ま

れた地域で本制度が広く受け入れられた一

方で，農業危機が深刻な地域ほどカバー率

が低いこと，つまり耕作放棄の防止効果が

少ないことが明らかになった。現行の中山

間地域等直接支払制度は，中山間地域農業

の衰退に歯止めをかけるために十分機能し

ているとはいえないのである。

　こうしたなかで本稿の目的は，中山間地

域（条件不利地域）の農業問題の対策におい

て既に長い歴史を持つ の経験から，我

が国の直接支払制度を改善するための教訓

を得ることである。我が国には既に 諸

国の条件不利地域政策について相当の研究

蓄積があるので，本稿においては主にそれ

らを活用する形で整理を行う。

　（注1）　90年以降のセンサスには農業地域類型別の
経営耕地面積の全国総計値が示されているが90
年の分類は現市町村単位，95年と2000年の分類は
旧市区町村単位であるうえ，どの市町村がどの農
業地域類型に分類されるかはセンサスによって
異なるため，時系列的な農業地域類型別の経営耕
地面積の変化はこのデータからは把握できな
い。例えば，90～95年の間では，都市的地域の経
営耕地面積が96.1万haから59.7万haに激減した
一方で，平地農業地域のそれは164.6万haから
194.8万haへと大幅に増加しているが，これは都
市部で経営面積が激減し平野部で激増したので
はなく，農業地域類型の分類に大きな変化があっ
たからである。
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　（注2）　各道県の農業地域類型別経営耕地面積は95
年センサス当時の市町村を単位として分類・集
計した。なお耕作放棄地面積の増加でなく経営耕
地面積の減少を中山間地域農業衰退の指標とす
る理由は，離農して非農家となった元農家の耕作
放棄地面積はセンサスではカウントされないた
め，多くの離農農家の農地が耕作放棄されている
現状では農業崩壊を過小に評価してしまうこ
と，また長く耕作放棄状態にある農地は耕作放
棄地としてカウントされないからである。一方，
経営耕地面積の減少量には非農業用地への転用
も含まれ，必ずしも農業崩壊の正確な指標とはい
えないが，中山間地域においてその割合はすくな
いと考えられ，先にあげた問題点を含む耕作放棄
地面積よりすぐれた指標と判断した。

　（注3）　85年センサスまでは西日本の農家の定義
は，経営耕地面積が5a以上の世帯または農産物
販売金額が一定以上の世帯であったが，90年セン
サスからは経営耕地面積の下限が東日本と同じ
10aに引き上げられた。

　（注4）　須田敏彦（1995）で，島根県と青森県の山間
地域の農村調査から，東北地方においても中山間
地域で農業の崩壊と再編が始まるであろうこと
を示した。

　（注5）　農林水産省（2002）による。
　（注6）　例えば，小田切徳美編（2002）を参照。
　（注7）　農林水産省（2002）による。
　（注8）　須田敏彦（2002a, 2002b）参照。

　

　

　

　

　 （ ）において日本の中山間地域に相

当する条件不利地域（ ：

 ）の農家に対して補償金（以下 補

償金とする）が支払われるようになったの

は1975年からである。さらに，加盟国独自

の政策までみれば，その歴史はイギリスが

丘陵地農業対策として補助金を交付した

1940年にまでさかのぼり， に対する直

接支払いの歴史は欧州では半世紀以上にな

る。ここでは，まず （ ）の共通農業政

策（ ：   ）が

の農家に対してどのような目的でど

の程度の直接支払いを行っているのかをま

ず整理する。また， 補償金制度は

の制度でありながら 地域の指定や補

償金の単価などで 加盟国の裁量にまか

された部分も多く，加盟国間の多様性も大

きい。また， 補償金以外の直接支払い

もある。そこで，次に の主要国であり邦

文の文献も多いイギリス，ドイツ，フラン

スにおける への直接支払政策の概要

を整理する。また，資料の制約の範囲内で，

これらの直接支払いがその目的の達成にど

の程度の効果をあげているのか可能な限り

明らかにしたい。

　（1）　EUの共通農業政策における

　　　　LFA補償金制度

　ａ．制度発足の経緯

　 （ ）の共通農業政策（ ）として

の 農家への直接支払いは，1973年にイ

ギリスが に加盟したことにより，75年に

「山岳地，丘陵地及び特定の条件不利地域の

農業に関する指令」（75 268号）（以下，75年

指令とする）が制定されたことで実現し

た。 は1957年のローマ条約にみられる

ようにその設立当初から，「異なった農業地

域間の構造及び自然的不均衡から生ずる農

業活動の特殊性」に注意を払っていたもの

の， としては への直接所得補償は

75年まで行ってこなかった。一方イギリス

は，食料増産等を目的とした丘陵地農業へ

の補助金交付を第二次世界大戦中の1940年

から続けており， 加盟にあたって， の
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政策としてそれを継続するよう強く主張し

た。それに対し，フランスやドイツなどい

くつかの 諸国も独自の 対策を行っ

ていたこと，さらに石油ショックを契機と

して経済が低成長と高失業の時代を迎えた

こと，農業構造改革への悲観論が高まった

こと，山岳地域などの過疎化が進んだこと

などもあり
（注9）
， 側もイギリスの提案を受け
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１．　支援の目的
　 　　継続的な農地の利用を可能にすることにより活力ある農村社会の維持に貢献する。
　 　　田園を維持する。
　 　　特に環境保護の必要性を視野に入れた持続可能な農法を維持・促進する。

２．　支援の方法
　 　　LFAの農民は補償金（compensatory allowance）を受け取ることができる。
　 　　補償金は以下の条件を満たす農民に対し１ha当たり一定額が支払われる。
　　　・決められた一定面積以上の農業を営む者（一般には３ha以上だが，国によってはより小さな農業経営も対象

となる）。
　　　・LFAで最初の補償金を受け取ってから少なくとも５年間の農業活動を営む者。
　　　・環境を守り田園を維持する必要と矛盾しない通常の良い農法（usual good farming practices），特に

持続可能な農業を実践する者。
　
３．　補償の水準
　 　　補償金は以下の水準に設定される。
　　　・現存するハンディキャップを埋め合わせる（compensation）ために効果的な貢献をするのに十分な額。

（下線は引用者による）
　　　・補償過多にならない額。
　 　　補償金は以下の条件によって異なる。
　　　・地域（region）の状況や開発の目的によって。
　　　・農業活動に影響を与える自然的なハンディキャップの大きさによって。
　　　・必要な場合には，解決されるべき特定の環境的問題によって。
　　　・生産の様式，そして必要な場合には経営（holding）の経済的構造によって。
　 　　補償金は別に決められる最低額と最高額の間に設定されるべきである（現在最低額は農地１ha当たり25

ユーロ，最高額は200ユーロ）。
　　　　ただし，もしプログラムレベル全体の補償金の平均額が最高額を超えなければ，この最高額を超える補

償金を支払ってもよい。（下線は引用者による）
　
４．　LFAの定義
　　　　LFAには大きく分けて，山岳地域，通常のLFA，そして特定のハンディキャップを抱えた地域，の３つの

地域がある。
　 　　山岳地域（mountain areas）
　　　　山岳地域は以下の条件によって土地の利用が非常に制約され，かなり経営費用が高くなってしまう地

域である。
　　　・標高が高いために作物の育成期間がかなり短縮されるという気候条件。
　　　・標高は低いが，地域のかなりの部分で傾斜がきついために機械が使えなかったり非常に高価な特殊な

道具が必要な地域。
　　　・上述の２条件が複合している地域。
　　　・緯度が62°より北の地域および特定の隣接地域も山岳地域と同様に扱われる。
　 　　通常のLFA
　　　　土地利用が放棄される危険があり，かつ田園の保全が必要な地域で以下の特徴を持つ地域。
　　　・生産性が低く，耕作が困難で農地の潜在力（potential）が限られているために多大な費用をかけなけれ

ば生産性が向上せず，主に粗放的な畜産業に適した地域。
　　　・自然環境的条件により農業の経済的パフォーマンスに関する主要な指標において生産性が明確に平均

より低い地域。
　　　・住民が農業生産に主に依存する人口過小あるいは減少地域で，人口の加速的な減少が地域の活力と居

住の継続を妨げている地域。
　 　　特定ハンディキャップ地域
　　　　環境の改善，田園の維持，観光資源の保全，海岸線の保護のために農業の継続が必要とされる特定のハ

ンディキャップ地域。　

（1）
（2）
（3）

（1）
（2）

（1）

（2）

（3）

（1）

（2）

（3）

第１表　条件不利地域（LFA）補償金制度の概要

出典　European Comission （1999）pp.10～12より抜粋。一部加筆。



       

入れ75年指令が制定されたわけである。

　

　ｂ．LFA補償金制度の目的と補償水準

　さて， の 補償金制度の目的と支

給条件，補償額等は既に様々な文献で紹介

されているので，第１表に簡潔に整理する

にとどめる。ただその要点をごく簡単にま

とめるなら，標高の高い山岳地域や，農地

の土質が悪かったり傾斜度が高い一般の

，それに特殊なハンディキャップを抱

えた において平地農業との生産コス

トの差を直接支払いで補償し，それによっ

て の農業維持を可能にして田園の景

観や環境を維持し，農村社会を守っていこ

うという制度である。

　 加盟各国はこの75年指令に従って

を指定し補償金の単価等を決定する

が，先述のようにそれには加盟国の独自の

裁量にまかされた部分が多く，国によって

多様である。また の財政負担割合は通

常25％で，残りは各国政府の負担となって

いる。

　ｃ．EU加盟国におけるLFA補償金の実態と

　　　　効果

　 各国において が全農地に占める

割合，補償金を受ける農家の割合，そして

平均支給額は以下のとおりである。

　（ａ）　EU各国におけるLFAの農地面積

　第２表が示すように， 15か国のなか

で の農地は約7,800万 あり， の全

農地の56％と過半を占めている。うち山岳

地帯に分類される農地は35％，一般 が

61％，そして特定ハンディキャップ地域が

４％である（95年）。しかし，全農地に占め
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第2表　EUにおける条件不利地域の農地（1995年）
（単位　千ha，％）

ベルギー
デンマーク
ドイツ
ギリシャ
スペイン
フランス
アイルランド
イタリア
ルクセンブルク
オランダ
ポルトガル
イギリス

山岳地域

-
-

337
3,914
7,503
5,284

-
5,218

-
-

1,227
-

273
-

7,888
964

11,343
7,809
3,456
3,405
122
-

2,056
8,341

一般LFA

条件不利地域における全農地面積

出典　ブラウアー，ファン・ベルクム（2001），91頁
原典　欧州委員会，Directorate-General VI-F. Ⅱ. 1.

ハンディ
キャップ

-
-

199
402
700
804
12
218
3
111
150
1

273
‐

8,424
5,280
19,546
13,897
3,468
8,841
124
111
3,433
8,342

計
（a）

全農地
（b）

1,357
2,770
17,015
6,408
26,330
30,011
4,892
16,496
127
2,011
3,998
18,668

20.1
‐

49.5
82.5
74.2
46.3
70.9
53.6
98.0
5.5
86.9
44.7

割合
（a/b）

全農地に占める条
件不利地域の割合

EU12か国計 23,483 45,657

オーストリア
フィンランド
スウェーデン

2,047
1,407
526

208
536
1,011

2,599 71,738

164
220
333

2,419
2,164
1,869

130,071 55.2

3,524
2,549
3,634

68.6
84.9
51.4

EU15か国計 27,463 47,412

全体に占める割合（％） 35.1 60.6

3,316 78,190

4.2 100.0

139,780 55.9

- -



       

る 農地の割合は国によって大きく異

なり，デンマークの０％，オランダの5.5％

といった極端に低い平野部の国がある一方

で，山間地が多い国や高緯度の国は，ルク

センブルクの98.0％，ポルトガルの86.9％，

フィンランドの84.9％，ギリシャの82.5％

などと，ほとんどの農地が に分類され

ている。本稿で特別に取り上げるイギリ

ス，ドイツ，フランスは，それぞれ農地の

44.7％，49.5％，46.3％と，半分近くが

に分類されている。

　（ｂ）　補償金受給農家率と受給額

　第３表からわかるように， 補償金を

受け取る農家は 12か国では全農家の

13％にすぎないが， 内の農家でみると

半数近い45％が補償金を受け取っている。

しかしその割合は国によって大きく異な

り， 内のほぼ全農家が受給するアイル

ランド（99％），オランダ（98％），イギリス

（95％）がある一方で，イタリアでは９％，

スペインでは34％しか受

給していない。これらの

国で受給率が低い理由

は，補償金支給の対象と

なる最低の農地面積（３

ないし国，地域によって

は２ ）に満たない小さ

な農家の比率が高いから

だと言われている
（注10）

。イギ

リス，ドイツ，フランスは

それぞれ全農家の25％，

35％，15％ が，そ し て

内の農家の95％，87％，54％が 補

償金を受け取っている。

　さて，肝心の補償金の水準だが， 12か

国全体では受給農家は94年当時１戸当たり

1,310 （当時の為替レート1 ＝123円

として約16万円）を受け取っており，これも

ポルトガルの410 （５万円）からルクセ

ンブルグの4,437 （55万円）と大きな開

きがある。一概には言えないが，経済的に

豊かな国ほど多くの補償金を受け取ってい

ることが同表から読み取れる。イギリス，

ドイツ，フランスではそれぞれ2,419

（30万円），2,163 （27万円），2,127

（26万円）と，同水準の受給額である。

　大家畜1単位あるいは 当たりの補償金

単価には，加盟国間でそれほど大きな格差

はみられない。 12か国の平均は67

（8,200円）で最高のルクセンブルグが113

（1万3,900円），最低のスペインが36

（4,400円）となっている。イギリス，

ドイツ，フランスはそれぞれ47 （5,800
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第3表　条件不利地域補償金の交付状況（1994年）
（単位　ECU，％）

ベルギー
デンマーク
ドイツ
ギリシャ
スペイン
フランス
アイルランド
イタリア
ルクセンブルク
オランダ
ポルトガル
イギリス

受給農家数

6,873
‐

231,275
190,262
183,561
139,435
105,619
39,056
2,515
3,901
89,510
60,912

1,329
‐

2,163
521
447
2,127
1,575
689
4,437
884
410
2,419

農家１戸当
たり受給額

条件不利地域に支給される補償金

出典　第2表に同じ（93頁）
原典　欧州委員会，Directorate-General VI-F.Ⅱ.1.

家畜単位当
たり受給額

86
‐
93
61
36
70
88
57
113
104
54
47

対全農家

8
‐
35
22
12
15
62
1
63
3
15
25

86
‐
87
66
34
54
99
9
84
98
53
95

対LFAの
農家

受給農家率

EU12か国計 1,052,919 1,310 67 13 45



       

円），93 （１万1,400円），70 （8,600

円）となっている。１農家当たりの農地面積

（家畜数）が多いイギリスでは単価が低く，

逆に少ないドイツでは単価が高いという関

係がみられる。

　さて問題なのは，こうした 補償金が

の農家所得のなかでどの程度を占め

ているかである。残念なことに，筆者が調

べた限りでは 全体でこのことを統一的

に示すデータは邦文の文献には見当たらな

い。その近似値として利用可能なデータ

は，第４表として掲げた85年時点の農業所

得に占める補助金の割合である。この表か

らすると， の農業所得に占める補助金

の割合は国によって大きな違いがある。イ

タリアでは6％とわずかであるが，イギリス

では99％とほぼすべての農業所得が補助金

である。フランスも33％で，農業所得の３

分の１が補助金で占められている。しかし

この補助金には利子補給を除くすべての直

接補助金が含まれていて， 補償金以外

の補助金も含んだ全体的な直接所得補償の

程度を示したものである。 補償金が所

得に占める割合は，後で国別の状況を検討

するなかでみていこう。

　（ｃ）　耕作放棄防止への効果

　それでは， 補償金制度は，農業経営

の継続による田園・環境保全，農村社会の

維持などにおいてどの程度の効果をあげて

いるのだろうか。この点に関して レベ

ルで全体的に論じている文献は残念ながら

見当たらない。

　ただ，それぞれの国でみると，生源寺は

イギリスの例を引いて 農家の農業所

得に占める補助金の割合が極めて高いこと

から，直接所得補償が農業生産の存在を支

えていることはほとんど自明であるとして

いる
（注11）

。しかし，既にみたようにイギリスの

農家１戸当たり 補償金の平均給

付額は94年時点で2,419 （30万円）にす

ぎず， 農家の経営を支えている補助金

のほとんどは 補償金以外のものであ

ると考えられる。所得のほとんどを補助金

にたよるイギリスの 農家といえど

も， 補償金のみに支えられているわ

けではないのである。

　他の国についてはどうであろう

か。 委員会は，「（ ）補償金

は放牧型の家畜生産において農家

所得に決定的な貢献をしており

（ 全体で24％），アイルランドで

はその割合は40％にも達する。こ

れらの支払いがなかければ，幾つ

かの においてこの種の経営

が成り立つかは疑問である」と，農

農林金融2003・4
35　‐　265

　

第4表　補助金が農業所得に占める割合（1985年）
（単位　ECU，％）

ドイツ
フランス
イタリア
ベルギー
ルクセンブルグ
イギリス
アイルランド
ギリシャ

通常地域
（a）

1,020
1,180
348
469
651
2,470
956
529

2,015
2,665
527
2,693
2,528
15,569
1,787
797

LFA　（b）

１農場当たり補助金額

出典　EC委員会（1990），51～52頁
（原注）　補助金には，畜産・作物生産，家畜購入，経費に対する補助金（利子補

給は除く）および設備補助金が含まれる。

b/a

2.0
2.3
1.5
5.7
3.9
6.3
1.9
1.5

通常地域

8.6
8.6
2.7
1.9
3.4
18.3
8.1
6.5

19.0
33.0
6.0
12.6
12.9
98.9
22.1
10.2

LFA

農業所得に占める
割合



       

業経営維持における 補償金の効果を

強調している
（注12）

。

　一方，イギリスにおける効果を自明とし

た生源寺も，直接補償を受けられる農家は

一定以上の規模の農家に限定されている

上，「あまりにも小さな農場については，直

接所得補償の額はこれらの農場の維持に十

分であるとは考えられない」という 委員

会の意見を紹介している
（注13）

。１戸当たりの

補償金の額が最も高いルクセンブル

グでも平均4,437 （55万円）であるこ

と，農業が「主業」の農場主の割合が

では42％にすぎないことに表れているよう

に 農家には兼業農家が多く（農業所得

は総所得の一部にすぎない）
（注14）

，農業所得の若

干の増加だけでは農業経営継続の十分なイ

ンセンティブにはなりにくいことなどを考え

れば，こうした疑問は当然であるといえよう。

　そこで 補償金が農業経営と農業維

持に果たす役割のように， 全体の議論

からは把握しにくい点を一層明確にするた

めに， の主要国であると同時に農業大

国でもあり，また広い を抱えるイギリ

ス，ドイツ，フランスを例に， 補償金制

度等の概要と，それが各国の農業の維持にど

の程度効果をもっているのかをみていこう。

　（注９）　是永東彦（1992），2頁による。
　（注10）　同上，13頁。
　（注11）　生源寺真一（1998），85頁。
　（注12）　European Commission Directorate Ge‐

neral for Agriculture （DG VI）（1997）, pp.55
‐6.

　（注13）　生源寺真一（1998），183頁。
　（注14）　EC委員会編（1990），8頁。

　（2）　イギリスのLFA補償金制度

　イギリスの 政策については和泉

（1989），福士（1992 , 1995），ソンダース

（1996），柘植（1999），柏（2000）などによる

豊富な研究蓄積が我が国にはあるので，こ

こではそれらを活用しながらイギリスの

補償金制度の概要と補償の水準，そし

てそれが農業維持に対してもつ効果につい

て概要を整理する。

　ａ．イギリスにおけるLFA補償金制度の

　　　概要

　イギリスで全農地の45％を占める

への直接支払制度の特徴の一つは，柘植に

よれば，耕種農業を対象とせず支払いが繁

殖用家畜に限定されていることである
（注15）

。イ

ギリスの は条件最劣等地域（ ：

  ）と条件劣等

地域（ ：  ）の２種類

に分類され（ が全 の88％を占め

る），それぞれ家畜の種類（雌羊，繁殖牛）に

よって異なる補償金（丘陵地家畜補償金＜

：    

 ＞）が の75年指令に基づく

補償金として支給される。

　しかし，イギリスの の直接所得補償

は だけでなく，むしろ80年に に

よって導入された非 をも対象とする

年次雌羊奨励金と繁殖牛奨励金がより大き

な意味を持っている。これらの奨励金は第

５表が示すように支払単価が 以上

に高いだけでなく， のような面積当

たりの支給限度もないため， 農家の所
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得補償という点では， よりもはるか

に重要な役割を果たしているのである。例

えば，柘植によれば，「1980年代半ばの時点

において， 畜産の農業所得に占める補

助金額の割合は既に90～120％の水準に

あったが，そのなかで は25％程度し

か占めていなかった。」という
（注16）

。さらに，

92年の 改革によって， 以外の補

助金は農産物価格低下に対する補償金とし

てその役割を一層増している。

　ｂ．補償金の水準

　イギリスの場合， 補償金（ ）の

支払額には他の 諸国と違って上限が設

定されておらず，大規模農家ほど多額の補

償金を受け取ることができる。また，他の

直接支払いも含めれば， の畜産農家が

受け取る補助金は膨大な額になる。邦文の

文献からは 農家の農業所得に占める

補助金全体の割合に関するデータは断続的

にしか得られないが，幾つかの文献のデー

タをつなげることでその傾向を知ることが

できる。つまり，和泉による83 84年度，84

85年度のデータ（第６表），ソンダースによ

る90 91年度から94 95年度のデータ（第２

図），そして柘植の94 95年度から96 97年度

におけるスコットランドの約200％という

データである
（注17）

。これらを総合すると，80年

代前半には農業所得に占める補助金の割合

は既におよそ100％であったが， 改革

農林金融2003・4
37　‐　267

　

第5表　LFAへの直接所得補償金の単価（1997年）
（単位　ポンド/頭）

条件最劣等地域（SDA）

特別指定種

5.75

HLCA

出典　柘植徳雄（1999），365～367頁から筆者作成。
（注）1.　雌羊奨励金の12.50ポンドは推定値。
　　2.　雌羊奨励金はLFAでは5.38ポンド上乗せされる（1996年の場合）。

雌羊奨励金雌羊

その他品種

97.50

繁殖牛
繁殖牛奨励金

3.00

条件劣等地域（DA） 2.65 69.75
12.50＋5.38 117.36

LFA地域畜産
経営

第6表　農業所得に占める補助金の比率
（単位　％）

イングランド
ウェールズ
スコットランド

出典　和泉真理（1989），53頁
原資料　農業食糧漁業省「農業年次報告」（1986）

1983/84年 84/85

93.7
109.6
110.2

92.8
109.1
120.9

　　

その他の経営
（イングランド）

酪農
耕種
養豚・養鶏
平野部畜産

6.3
2.3
1.6
34.8

7.6
2.7
0.9
53.4

第2図　イギリスの北部地域における純農業所得と
直接補助金の水準の比較　  　　  

（千ポンド）
50

40

30

20

10

0
90/01年 91/02 92/03 93/04 94/05

純農業所得
補助金

出典　キャロライン・ソンダース（１９９６），１２頁
原資料　MAFF “Farm Incomes in the UK １９９３/４”

── １ 農家当たり ──



       

によって農産物価格が低下した90年代前半

に補助金が急増し，90年代後半には200％の

水準に達したことがわかる。これは，農家

にとって農業経営そのものは大幅な赤字

で，補助金はそれを埋め合わせ，しかも農

業所得のすべてが補助金によるものである

ことを意味している。農外所得の存在を考

慮しても，多くの 農家の生活はほとん

ど補助金に支えられているのである。

　ｃ．LFA直接支払いの農業維持効果

　それでは，このきわめて厚いイギリスの

財政的支援は， の農業維持にどの程度

の効果を生んでいるのだろうか。福士によ

れば，76年から87年の間に の肥育牛の

飼育頭数は約100万頭から84万頭へと16％

減少したが，その減少率は非 の34％よ

りもずっと少なかった。一方，同期間に羊

の飼育頭数は では24％増大した（非

では41％増大
（注18）

）。このように， 補償

金を含む多様な直接補償政策は， 農業

の衰退防止と農業生産の増大に一定の効果

があったといえるだろう。

　一方柘植は，農業生産維持と人口定着に

おける 政策の効果をより大きく評価

し，「 などによる 政策は，個別経

営の維持に絶大な役割を果たし」たとして

いる
（注19）

。そして， の農業（畜産）は衰退

するどころか，放牧頭数の増大がもたらす過

放牧による環境破壊と畜産物の過剰生産とい

う問題さえ引き起こしたというのである。
（注20）

　以上みてきたように，イギリスにおける

きわめて手厚い の直接支払制度は，

の農業経営を維持し，過放牧や畜産物の

過剰という問題を生むほどに農業維持とい

う点では効果があったと結論できるだろう。

　（注15）　柘植徳雄（1999），364頁。
　（注16）　同上，366頁。
　（注17）　同上，366頁。
　（注18）　福士正博（1992），92頁。
　（注19）　柘植徳雄（1999），368～369頁。
　（注20）　こうした認識は柘植徳雄（1999），生源寺真
一（1998）など多くの論者に共通してみられ，イギ
リス農業に関してはかなり普遍的な評価だと考
えられる。

　

　（3）　ドイツのLFA補償金制度

　次に，ドイツについて 補償金制度の

概要とその効果についてみていこう。

　ａ．ドイツのLFA補償金制度の概略

　ドイツにおける 政策については，石

光（1992），津谷（1994），市田（岩田）（1997）

による詳しい研究成果があるので，ここで

はそれらを中心に整理する。

　ドイツでは，石光によれば の区分ど

おりに「山岳地域」，「条件不利農業地域」，

そして「小地域」の三つの地域に分類され

る。旧東ドイツとの統合前の旧西ドイツの

は75年当初全農地の30％にすぎず，ま

た補償金の支払対象面積が全農地に占める

割合は11％にすぎなかった。それが徐々に

拡大され，89年には 農地が旧西ドイツ

の全農地に占める割合は53％に達し，農家

総数に占める補償金受給農家の割合も75年

の10％から39％に増大している。

　なお，市田（岩田）によれば旧東ドイツで

も92年から 補償金が支給されている

が，旧東ドイツについては上述の文献には
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データがほとんどなく，以下の記述は旧西

ドイツに限られる。

　ｂ．支給額の水準

　 補償金は大家畜１単位（乳牛および

２歳以上の牛を１単位とする。羊＜母羊＞は

１頭0.15単位）ないし 当たり55～240マル

ク（１マルク＝90円〈90年〉として4,950円～２

万1,600円）で条件最劣等地域では286マル

ク（同２万5,740円）となっている。ただし，

１経営当たり給付限度額が設定されてお

り，それ以上は給付されない。この限度額

は引き上げられる傾向にあり，90年現在で

は１万2,000マルク（108万円）という州が多

いが，州や農業の内容によっては２万1,000

マルク（189万円）というところも

ある
（注21）

。

　既にみたように 面積およ

び 補償金受給農家は制度導

入当時に比べて急増したが，１経

営当たりの平均給付額も80年代

後半に大幅に増加した（第３図）。

91年現在では，およそ１経営当た

り平均3,000マルク（27万円）と

なっている。また，市田（岩田）に

よれば，旧西ドイツの の専

業経営に対する 補償金は94

95年で平均4,600マルク（１マル

ク＝66円〈95年〉として30万円）に達

している（第７表から筆者計算）。

　さて問題なのは，こうした

補償金がドイツの農業所得のど

の程度を占めているかだが，第７

表によれば，旧西ドイツの における専

業経営の所得に対する 補償金の額と

割合はそれぞれ92 93年で4,631マルク，10.7

％，94 95年で4,636マルク，10.5％となって
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第7表　旧西ドイツの専業経営に対する直接所得補償
――LFA補償金受給経営――

（単位　マルク，％）

所得

金額

43,284

1992/93年

出典　市田(岩田）知子（1997）, 96頁
（注）　若干表現を変えたところがある。
原資料　 p.53, p.36,p.80.
（原注）1.　亜麻，大麻，ホップ種，草の種に対する補助金，動物の疫病による損

害に対する補償を含む。
　　　2.　穀物，トウモロコシ，豆類，油糧種子に対する所得補償。
　　　3.　92/93年についてはデータなし。
　　　4.　乳母牛，雄牛，羊に対する奨励金。
　　　5.　牛乳年金，植林奨励金，環境保全的農業生産奨励金，経営全体に対

するその他の所得補償（州独自の措置も含む）。
　　　6.　CAP改革関連およびその他の休耕。

Agrarbericht 1994, Agrarbericht 1996（MB）,

割合

100.0

直接所得補償

農産物に対するもの　1）
19,922 46.0

2,355 5.4

価格に関する補償　2），3）
家畜奨励金　3），4）

-
-

-
-

経営費に対するもの

利子補給
投資助成
その他（ガソリン税割引など）

1,627 3.8

641
207
-

1.5
0.5
-

経営全体に対するもの　5）

休耕奨励金　3），6）
社会構造調整金
緊急補助金
条件不利地域補償金

15,940 36.8

-
-

354
4,623

-
-

0.8
10.7

金額

44,151

94/95

割合

100.0

23,762 53.8

8,475 19.2

6,386
1,819

14.5
4.1

2,593 5.9

426
387
1,819

1.0
0.9
4.1

12,655 28.7

1,200
2,825

-
4,644

2.7
6.4
-

10.5

第3図　ドイツのLFA補償金の支払い推移
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1経営体当たり給付額（右目盛）

出典　津谷好人（１９９４）， ２１５頁
原資料　

千戸
百万マルク（　　）
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（マルク）

   Statistisches Jahrbuch uber Er nahrung Landwirtschaft 
und Foresten, 各年次版より作成。
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いる（額は筆者の計算による）。金額も日本

円で30～40万円程度，農業所得に占める割合

も１割程度と決して高い水準とはいえない。

　しかし，見逃してはならないのは，同表

が示すように， の農家には 補償金

以外にも様々な直接所得補償がなされ，そ

の合計額は農業所得のおよそ半分に達して

いることである。その最も重要なものは，

92年の 改革に伴って導入された農産

物価格の引下げの代償として農家に支払わ

れる補償金だが（94 95年では所得の14.5％

を占める），それ以外にも家畜奨励金，ガソ

リン税割引，社会構造調整金など実に多様

な直接支払いがなされているのである。

　ｃ．LFA補償金等の農業維持効果

　次に， 補償金が の農業維持にど

の程度の効果を生んでいるか検討してみよ

う。残念ながら上述の邦文文献にはこの点

を説得的に示すデータはみられないが，津

谷は， における「補償金が…，粗放的家

畜の生産を刺激し，現在，生産過剰気味に

なっていることも否定できない。」とその生

産維持ないし刺激効果を指摘している
（注22）

。こ

れは，ドイツにおける 補償金が生産過

剰を引き起こすほど農業生産の維持あるい

は増産にインセンティブを与えていること

を意味している。しかし，津谷はこの

補償金が農業経営の所得補填によって「農

業構造変化にある程度ブレーキをかける効

果を果たしていることは確か」と評価しつ

つも，面積規模の大きい経営ほど補償金の

受取額が多く保護効果が高いのに対し，「こ

の対策の趣旨からいって，本来保護される

べきであった小規模農業層には（補償金が

少なく―引用者）ほとんど影響を及ぼさな

い」と結論づけている
（注23）

。これは，補償金支

給対象農家の下限（３ ）が設定されている

のとあいまって，この 補償金制度が小

規模農家の脱落の有効な歯止めとなってい

ないことを示すといってよい。そして実

際，ドイツの農業経営数は93年の60.6万か

ら97年の53.4万へとわずか４年で12％も減

少しているのである
（注24）

。

　にもかかわらず，第４図が示しているよ

うに，ドイツの利用農地面積は，86年から

90年までの間，そして東西統合後の91年以

降もほとんど減少していない。つまり，手

厚い所得補償政策によっても小農を中心と

した農家の離農は防げないが，離農農家が

放出した農地は残った経営によって吸収さ

れ，利用農地面積の減少，すなわち耕作放

棄は顕在化していないのである。もちろ

ん，これは平地も含めた全国レベルの話で

あり，山岳地などミクロにみていけば耕作

放棄が顕在化している地域もあろう。それ

にしても，近年急速に経営耕地面積が全国

レベルにおいても減少している日本とは対

照的である。こうした農業維持の背景に

補償金等の直接補償金による手厚い

農業保護があることは明らかであろう。

　（注21）　津谷好人（1994），214頁。
　（注22）　同上，197頁。
　（注23）　同上，236頁。
　（注24）　European Commission, 
　　 various 

issues.

The Agricul-
tural Situation in the European Union,
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　（4）　フランスのLFA補償金制度

　次に国別事例の最後としてフランスにつ

いて検討するが，是永（1994），石井（2002）

によれば，フランスの 補償金の制度と

効果は，イギリスやドイツと基本的には同

じようである。

　ａ．フランスのLFA補償金制度の概要

　是永によると，フランスでは既に1960年

の農業基本法のなかに過疎地域の農業経営

を維持するために支援を行う旨の規定がな

されている。それが，「山岳地域の危機的地

域における土壌維持・保全に寄与する農業

者に対する特別補償金」として72年に制度

化され，それは74年から「山岳地域特別補

償金（ ）」と呼ばれるようになった。

の75年指令が制定される前に，フランスで

も同様の制度が既に作られていたのであ

る。しかし当時この補償金の給付対象と

なった山地農業地帯は国土面積の20％にす

ぎず，現在の43％に比べるとかなり限定的

であった
（注25）

。

　そしてこのフランス独自の 補償金

制度は，75年に の指令が制定されたこと

によって，77年にその下に再編されること

になった。現在フランスの は「高度山

岳地帯」「山岳地域」「山麓地帯」「普通条件

不利地域」，そしてそれらにまたがる「乾燥

地帯」に分類されている。 補償金は，

これらの地域分類と家畜の種類によって異

なる単価が，受給資格農家（３ 以上，最低

３単位の大家畜飼養，５年間の営農義務等）に

交付される。支給にはドイツと同様限度額

が設定されている。

　ｂ．LFA補償金等の支給の水準

　１家畜単位当たり補償金の単価の変化を

示したのが第８表である。 の各区分に

おいて補償金単価が順次引き上げられてき

たことがこの表からわかるであろう。た

だ，物価上昇を差し引いた実質単価でみる

と，乾燥地域の羊を除き，それほど大きな

増額があったとはいえない。

　さて，実際に農家はどの程度の 補償

金を受け取っているのだろうか。またそれ

は農家所得のどの程度を占めているのだろ

うか。是永によれば，90年時点で受益農家

の平均受給額は１万3,200フランで約33万

円（１フラン＝25円で計算），特に条件の悪い

「高度山岳地帯」および「山岳地帯」では１

万7,000フランで約42.5万円，普通条件不利

地域では平均8,000～１万フラン（20～25万

円）程度が交付されていた
（注26）

。 補償金が

農家所得に占める割合を示す全国的なデー
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タはフランスにはないようだが，各種の実

態調査によれば，地域や畜産の種類によっ

て差は大きいものの，おおむね70年代で10

～20％であったが，80年代には増大し，高

度山岳地帯の酪農経営では農業所得に対す

る 補償金の割合は18～24％（84～86

年）へと上昇したという
（注27）

。

　しかし， 農家への直接補償はこの

の75年指令に基づくものだけではな

く，様々な直接支払がなされているのは，

フランスもイギリスやドイツと同様であ

る。80年には英独と同様に 農家を主な

対象とした繁殖雌牛生産補償金や羊生産補

償金制度が導入され，92年の 改革で農

産物の価格が引き下げられるとその見返り

としてこれらの補償金が引き上げられ，所

得維持政策としての重要性が増大していっ

た。第５図からは，80年代後半以降，農産

物価格引下げとともに農業所得に占める補

助金の割合が急上昇し，もはや直接所得補

償なしには の農業経営は成り立ちえ

ない構造になっていることがよくわかる。

　ｃ．LFA補償金等が農業維持に果たす役割

　また，先の第４図はフランスの利用農地

面積が80年代後半以降大きく減少していな

いことを示しており，全国的にみた場合，

補償金をはじめとする種々の補助金
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第8表　フランスにおけるLFA補償金単価の推移
（単位　フラン）

1974年
　78
　80
　83
　85
　88
　92
　93

牛*

200
300
465
600
629
764
795
882

山岳地域

出典　石井圭一（2002）, 101頁
（注）　大家畜単位当たりの単価であり，それぞれの家畜１頭当たりの単価ではない。
原資料　フランス農林省資料
（原注）　*ヤギに対する単価も同額。

補償金導入時と1993年の実質単価の比較 （単位　％）

羊

200
300
465
600
629
838
956
960

牛*

200
200
310
350
371
568
591
656

山間地域

羊

200
200
310
355
400
620
735
816

羊
（乾燥地域）

200
200
310
385
518
793
956
960

牛*

-
100
130
150
159
217
226
251

山麓地域

羊

-
100
130
165
174
281
333
370

羊
（乾燥地域）

-
100
130
165
261
471
558
619

牛
（繁殖）

-
-
-
-
-

152
166
184

普通条件不利地域

羊

-
-

100
143
152
254
302
335

羊
（乾燥地域）

-
-

100
143
228
422
500
555

　 122 133 91 113 133 103 151 253 105 167 277

第5図　フランスの粗放型畜産経営の農業所得に
占める補助金の割合                
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出典　石井圭一（２００２）， ９７頁
原資料　Ministere de l'agriculture et de la foret, Les comptes 
　　　departementaux et regionaux de l'agriculture.
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が農業維持に対して持つ効果は大きいこと

が推測される。是永も，79年と88年のセン

サス・データの比較から，農業経営の減少は

山岳地域（22％）の方が全国平均（19％）よ

りやや大きいものの，山岳地域の農用地面

積の減少は３％にとどまり全国平均と同じ

であったこと，全国では牛の飼養頭数は

９％減少したが山岳地域では逆に３％増加

したことを指摘している。またこうしたこ

とから，山岳地帯に多い「草地畜産を中心

とした農業活動は比較的よく維持されてき

たといえよう。そして，このような動向に

対しては，上述のような条件不利地域農業

政策が，重要な役割を果たしてきたことは疑

いのないところである。」と結論づけている
（注28）

。

　（注25）　是永東彦（1994），248頁。
　（注26）　同上，271頁。
　（注27）　同上，271頁。
　（注28）　同上，275頁。

　

　

　

　

　それでは，上でみてきたような の

補償金制度の実態から，中山間地域等

直接支払制度をはじめとする日本の中山間

地域農業・農村政策の改善のために我々は

何を教訓として汲み取るべきであろうか。

ここでは，それについて論じる前に，２つ

の点を確認しておきたい。なぜなら，この

点を見間違うとせっかくの の教訓を生

かすことができないと考えるからである。

　第１点は，日本における中山間地域農業

崩壊の原因についてである。近年急速に進

んでいる中山間地域農業崩壊の最大の推進

力は，なによりも経済的要因，すなわち農

産物価格の低下と世代交代に伴う農家の主

観的自家労賃評価の高まりがもたらす農業

経営の不採算化にほかならない
（注29）

。農産物価

格の低下あるいは世代交代に伴って離農す

る中山間地域の農家は，東畑（1936）が考え

たように過去の行動を慣性的に続ける「単

なる業主」では決してなく，チャヤーノフ

（1957）やシュルツ（1966）が見抜いたよう

に，自家労働力という稀少資源の価値を自

らの基準で評価しながら行動する合理的な

経済人なのである。同様に，こうした離農

農家の農地が残された農家あるいは新規就

農者に集約されて 諸国のような大規模

経営が成立しない主原因は，速水・神門

（2002）が考えるような農地の転用期待によ

る兼業農家の貸し惜しみや農協による大規

模経営育成の阻害，小農保護的な農政と

いった制度的あるいは政治的要因ではな

い。農産物の現在価格あるいは将来予想さ

れる価格の下では，耕作条件の悪い中山間

地域の多くの農地は大規模経営が成立でき

るような収益を生まないという経済的要因

なのである
（注30）

。

　確認すべき第２点目は，中山間地域農業

において全面的な高付加価値農業の展開を

期待することはできないということであ

る。農産物のブランド化や産直，観光農園，

地産地消運動，農産加工，そして有機農業

の展開などを中心とした高付加価値型農業

の展開は，もちろん一部においては可能で

あろうし，そのための生産者の努力とそれ
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を支援する政策の必要性は指摘するまでも

ない。しかし，それによってすべての中山

間地域農業の不利性が解消できるかのよう

な議論は非現実的と言わねばならない。こ

のことは，手厚い保護なしには生き残れな

い の 農業の現実が何よりも如実に

証明している。

　以上のことを確認した上で，日本の中山

間地域農業政策を改善するために の

補助金制度等から得られる教訓はな

にかを整理してみよう。

　第１の教訓は，現在日本で進んでいる中

山間地域の耕作放棄の拡大は，農家あるい

は何らかの営農組織への直接支払いによっ

て恐らく防止できるということである。本

稿で検討した英独仏各国の経験から明らか

なように，手厚い直接補償によって中山間

地域（ ）の農業は維持されている。日本

の中山間地域等直接支払制度が多くの農業

崩壊地域で効果が発揮できていない第１の

理由は，その支払水準が農業収支を黒字化

するまでに達していないからにほかなら
（注31）

な

い。ただし， 補償金が 農家に対す

る直接支払いのごく一部しか占めていない

ように，中山間地域等直接支払制度の交付

金だけで農業収支を黒字化する必要はな

い。むしろ のように農産物価格の低下

に伴ってスライドする補償金や環境保全型

農法の導入を条件とした補助金の方が農家

の所得を効果的に保証し環境を改善する効

果が高いといえよう。

　第２の教訓は，いかに手厚い補助をして

も，中山間地域の農家の減少は結局は食い

止めることはできないということである。

農業の構造転換が昔から進んでいるイギリ

スは別にして， 農家への手厚い補助に

もかかわらず，ドイツやフランスでは

の農業経営数は減少を続けている
（注32）

。日本で

たとえ中山間地域農家への補助を相当にか

さ上げしたとしても，農家の減少を食い止

めることはできないだろう。危機に瀕して

いる中山間地域農家への補助を厚くするこ

との本質的効果は，農家の減少を食い止め

ることではなく，離農農家が放出する農地

を集約して農業を引き継ぐことのできる経

営体をつくることにあるのである。

　第３の教訓は，第２の教訓と関連する

が，中山間地域政策の目的が単なる農業維

持ではなく農村社会の維持でもあるとした

ら，離農した元農家あるいは都市からの移

住者（青年，壮年，高齢者にかかわらず）が中

山間地域で生活できるように総合的な農村

開発が不可欠だということである。それら

は，農村の各種インフラ（道路等の交通手段

はもとより，学校，病院等）や雇用を生む産

業の発展を核とした開発である。 にお

ける近年の農業政策から農村開発政策への

重心の移動はそれを意味しており
（注33）

，日本で

も同様の政策がこれから必要となろう。

　そして第４の教訓は，中山間地域農業・社

会の維持には兼業農家の再評価が必要だと

いうことである。 各国の 政策も当

初専業的な農家を主な対象にしていたが，

上でみてきた諸論文が明らかにするところ

によれば，各国とも兼業農家や小規模農業

重視の方向に転換している。また，現実の
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問題として構造改革が進んでいるイギリス

でさえ農外所得のまったくない専業農家は

で34％，全国でも31％にすぎないとい

うように
（注34）

，農業の構造転換においては日本

のはるか先を進んでいる でも農家の多

くは兼業農家である。ドイツの では農

場主の43％が農外就業を主業としている

（1985年）。専業農家のみがこれからの農業

の担い手であると見なしているような日本

の農政のあり方は，特に中山間地域農政に

おいては改めなければならないだろう。兼

業農家もまた合理的な農業経営なのであ

り，特に農業基盤の未整備から大規模農家

等の育成が困難な中山間地域農業ではその

重要な担い手として兼業農家を支援するこ

とには合理的な経済的根拠もある
（注35）

。

　（注29）　須田敏彦（1994，1995，2000）を参照。
　（注30）　須田敏彦（1995，2000），安藤光義（2003）を
参照。

　（注31）　須田敏彦（2002b）を参照。
　（注32）　European Commission 
　　 various 

issues，によれば，87年から97年の10年間でイギ
リスの経営体数は26.0万から23.3万へと10％の
減少にとどまっているが，フランスでは98.2万か
ら68.0万へと31％も減少した。既にみたように，ド
イツでは93年から97年の4年間で12％も減少した。

　（注33）　European Commission （2003）によれば，

CAP改革によって「ヨーロッパ型農業（Europe-
an Model of Agriculture）」を目指すEUは，今
後の改革の要点を，①デカップリングによる農家
への直接支払い，②より徹底した農村開発政策
（a stronger rural development policy），　　
③大規模農家への直接支払いの引下げにより農
村開発資金を捻出する，等としている。

　（注34）　キャロライン・ソンダース（1996）,15頁,表3。
　（注35）　須田敏彦（1994，2000）を参照。

　

　

The Agricul‐
tural Situation in the European Union,

　

　

　

　本稿が最終的な課題とする問題，つまり

「直接支払いという方法によって現在崩壊

の危機にある日本の中山間地域農業を守る

ことは可能であるか？」という問いに対す

る答えは， の経験から導くかぎり，「イ

エス。恐らく可能である。」というものであ

る。しかし農産物価格の低下と農家の世代

交代が続くなかでそれを実現するために

は， の そして英独仏各国の農政が

行っているような膨大な財政支出が必要と

なるであろう。

　したがって，国内外において解決すべき

問題の一つは，なによりもこの膨大な財政

支出を行って中山間地域の農業と社会を守

ることに対する国民および国際社会の合意

を得ることである。 諸国は明らかに

の農業と農村社会を守ることを認め

ており，そのために必要な財政支出に対し

ては国民の合意があるようにみえる。しか

し，我が国においては，国民の説得は今後

の課題として残されている。また の

合意によれば， 補償金は緑の政策，そ

して農産物の価格低下に対する補償金は青

の政策に分類されるが，現在進行中の

交渉においては，これらの直接所得補

償の削減や廃止も議論の対象となっている。
（注36）

　第２の問題は，中山間地域農業・社会を守

ることに国民および国際社会の合意が得ら

れた場合，どのような形でどの程度それを

守ることが望ましいか，というものであ
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る。 の場合， では面積的に草地や自

然放牧地が圧倒的に多く粗放的畜産が中心

で，非 に多い普通作物（穀物や野菜等）

とは異なる農業が展開されている。これ

は，恐らく における農地管理を低コス

トで可能にしており，農業維持のために必

要な財政支出額を低く抑えることに貢献し

ていると考えられる。しかるに，日本の中

山間地域農業の地目構成は平場とほとんど

同じであり（およそ水田55％，畑40％）
（注37）

，こ

の地目構成を維持したまま圃場条件の悪い

中山間地域の農業を直接補償によって保全

するには多額の財政支出が必要になろう

（極端な例としては，能登半島の千枚田の保

全）
（注38）

。それを避けるために考えられる方法

の一つは，中山間地域農業を粗放な酪農や

肉牛生産のための草地や放牧地に変えるよ

う政策的に誘導することである。それに

よって大型圃場の整備などの多大な投資を

することなく大規模な経営が可能となり，

単位面積当たりの必要補助金も水田や一般

畑に比べかなり圧縮することが可能となろ

う。ただし，粗放的畜産も「農業」である

ことには違いないが，棚田が広がる伝統的

な農村空間（景観）や稲作文化の保全，国土

保全・自然環境への影響，あるいは食料自

給率の向上という観点からすると，果たし

て粗放的畜産への転換によって農業保護の

目的が達せられたといえるのか，という問

題が生じる。また，歴史的にばく大な投資

をしてつくり上げてきた水田や用排水シス

テムをいったん破壊するとその再構築は困

難であり，将来日本の稲作が比較優位を回

復した時のことを考えれば，長期的には水

田農業を維持し続けた方が経済的にも安く

つく可能性もある。中山間地域農業を保護

することに国民的および国際的合意が得ら

れたとしても，どのようにしたら限られた

財政のなかで望ましい農業・農村社会を維

持できるのか，またどの程度まで維持すべ

きなのかという難問が控えている。

　それが解決されたとして，第３の問題と

して出てくるのは，いったい誰が中山間地

域の農業・農村を守るのか，という難問であ

る。既にみたように， のような手厚い保

護をもってしても中山間地域の農家の減少

を食い止めることはできないであろう。イ

ギリスやドイツでは，都市から農村へ向け

て人口が移住する傾向があるという
（注39）

。しか

し，日本では相変わらず農村から都市への

人口流出が続く一方で，農業生産の一部を

外国人労働者が担うような現象が確実に生

まれつつある
（注40）

。ドイツでも，州によっては

都市部よりも農村部で外国人の数が増えて

いるという
（注41）

。筆者は労働力の国際化や国民

国家の変容は避けられない必然的流れであ

ると考えているが，国内農業・農村を守ろ

うとすればするほど国内農業・農村の国際

化が進むという現実を直視しなければなら

ない。

　生源寺は，食料自給論の核心の一つは国

民国家の存在であると正鵠を射た議論をし

ているが
（注42）

，その国民国家という「幻想の共

同体」（アンダーソン 1997）が日本の社会と

文化のコアとされる農村でも崩れはじめて

いるなかで，何のために誰がどのようにそ
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してどの程度日本の農業と社会を守るべき

なのか，という問いはますます大きくなっ

ていくであろう。我々は，それに対する明

確な答えを国民と国際社会に対して示す必

要があろう
（注43）

。

　（注36）　服部信司ほか（2003），18頁による。
　（注37）　生源寺真一（1998），76頁。
　（注38）　合田素行（2001）によれば，ある試算による
と石川県輪島市の約１haの千枚田を保全するた
めには人件費などで660万円もの経費がかかると
いう。

　（注39）　生源寺真一（1998），市田（岩田）知子（1997）
による。

　（注40）　農業部門で雇用される外国人労働者の数
は年々増加しており，（財）国際研修協力機構から
の電話ヒアリングによれば，「外国人研修・技能
実習制度」を利用して来日した外国人は平成13年
度は3,516名（うち畜産566名）であった。

　（注41）　市田（岩田）知子（1997），90頁。
　（注42）　生源寺真一（1998），1～14頁参照。
　（注43）　洪水防止や地下水涵養，生物多様性維持は
農業保護論の十分な根拠とはいえないだろう。詳
細は須田敏彦（2002c）および速水佑次郎・神門善
人（2002），271～272頁を参照。なお，きわめて不
十分ながら筆者は試論として，須田敏彦（2001）で
グローバル経済のなかで農業を保護する根拠は
何かを議論したが，国民と国際社会の合意を得る
にはさらに説得力のある論拠が必要となるであ
ろう。

　

　＜参考文献＞　
・合田素行（2001）「棚田保全施設の仕組みと『中山間
直接支払』」『農林水産政策研究所レビュー』No.
1,43～50頁
・ベネディクト・アンダーソン著　白石さや・白石隆
訳（1997）『増補　想像の共同体』NTT出版
・安藤光義（2003）「中山間地域における担い手導入を
めぐる論点」『農村と都市をむすぶ』1月
・EC委員会編，矢口芳生訳 （1990）『条件不利地域農
業をどうする』農林統計協会
・石井圭一（2002）「条件不利地域における直接所得補
償の展開論理」石井圭一『フランス農政における地
域と環境』農林水産政策研究所
・石光研二（1992）「西ドイツにおける条件不利地域政
策」森とむらの会『条件不利地域の農林業政策研究
（海外編）』森とむらの会
・和泉真理（1989）『英国の農業・環境政策』富民協会

・市田（岩田）知子（1997）「ドイツにおける条件不利地
域対策の行方」『農業総合研究』Vol.51,No.3，65
～110頁
・小田切徳美（2003）「中山間地域・農業・農村の構
造」『農業構造問題研究』No.1，6～72頁
・小田切徳美編著（2002）『中山間地域の再生をめざす
知恵と実践―直接支払制度の活用事例から―』全国
農業会議所
・柏雅之（2001）「中山間地域直接支払政策の意義と限
界―イギリス条件不利地域政策との比較検討を通
して―」『林業経済研究』Vol.47,No.1，27～34頁
・柏雅之（2000）「イギリス条件不利地域政策の展開と
わが国中山間地域政策」『農林統計調査』50（10）. 
27～35頁
・是永東彦（1994）「フランス―山地農業への重点的支
持制度の展開」是永東彦，津谷好人，福士正博『EC
の農政改革に学ぶ』（全集　世界の食料・世界の農
村）農山漁村文化協会，244～278頁
・是永東彦（1992）「フランスにおける条件不利地域地
域政策」森とむらの会，前掲書，52～79頁
・T. W.シュルツ著　逸見謙三訳 1966.『農業近代化
の理論』東京大学出版会
・生源寺真一（1998） 『現代農業政策の経済分析』東京
大学出版会
・須田敏彦 （2002a）「中山間支払制度への多様なとり
くみの状況」『農業と経済』8月，25～34頁
・須田敏彦（2002b）「中山間地域等直接支払制度の実
施状況と今後の課題」『農林金融』3月，2～23頁

・須田敏彦（2002c）「貨幣による農業の多面的機能評
価の問題点」『調査と情報』第189号，2月

・須田敏彦（2001）「グローバル経済と日本農業」『農林
金融』3月，25～41頁
・須田敏彦（2000）「農業構造の変動条件とその政策的
含意」『農林金融』5月，52～75頁

・須田敏彦（1995）「中山間地域農業の崩壊と再編の論
理」『農林金融』4月，2～21頁
・須田敏彦（1994）「小規模稲作経営はなぜ存続するの
か」『農林金融』7月，2～19頁
・キャロライン・ソンダース（1996）『英国の条件不利
地域政策』農村開発企画委員会
・アレキサンダー・チャーヤノフ著 磯辺秀俊訳（1957）
『小農経済の原理』大明堂
・柘植徳雄（1999）「イギリスの農村地域政策」田畑保
編著『中山間の定住条件と地域政策』農業総合研究
所. 359～390頁
・津谷好人（1994）「ドイツ―多様な顔を持つ条件不利
地域対策」是永東彦，津谷好人，福士正博，前掲
書，181～243頁
・東畑精一（1936）『日本農業の展開過程』増訂版　岩
波書店
・農林水産省（2002）「平成13年度　中山間地域等直接

農林金融2003・4
47　‐　277



       

　支払制度の実施状況及び中間点検の結果につい
て」6月
・服部信司ほか（2003）「ハービンソン・概観ペーパー
を中心とする農業交渉の現状とモダリティの展
望」『農村と都市をむすぶ』No.618，2月
・速水佑次郎，神門善人（2002）『農業経済論　新版』
岩波書店
・ローズマリー・フェネル著，荏開津典生監訳（1999）
『EU共通農業政策の歴史と展望』食料・農業政策研
究センター国際部会
・福士正博（1995）『環境保護とイギリス農業』日本経
済評論社
・福士正博（1992）「イギリスにおける条件不利地域政
策」森とむらの会，前掲書，80～110頁
・F. M.ブラウアー，S. ファン・ベルクム（2001）
『EU共通農業政策と環境問題』農林水産省経済局海
外情報室

・矢口芳生（2002）「農業における条件不利地とは何
か」『農林統計調査』11月，4～8頁

・European Commission（ 2003）
　
・European Commission （1999） 
　
　
　
　
・European Commission Directorate General 

for Agriculture （DG VI）（1997）
　
・European Commission. 
　  various issues.

　

（副主任研究員　須田敏彦・すだとしひこ）

 CAP reform ‐ a long
-term perspective for sustainable agriculture.

Council Regula‐
tion （EC） No 1257/1999 of 17 May 1999 on support for 
rural development from the European Agricultural 
Guidance and Guarantee Fund （EAGGF） and amending 
and repealing certain Regulations.

CAP 2000 Working
Document Rural Development.

The Agricultural Situa‐
tion in the European Union.

農林金融2003・4
48　‐　278


